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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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四つのテスト

通常例会

会長　安川武年
会長挨拶

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

1. 会長挨拶　安川 武年 会長

1. 幹事報告　松本 ユミ 幹事

1. 卓　　話　村田 善郎 会員

1. 点　　鐘　安川 武年 会長

　皆さん、こんにちは。
　本日の卓話は新入会員シ
リーズの一環として村田会員
にお願いしてございます。よ
ろしくお願い致します。
　昨夜、第10分区会長・幹事
会が開催されました。議題は4
月12日実施する「合同例会お
よび合同ゴルフ」について話
合われました。他に議案は無
かったので、特段の報告事項
はございません。
　柏や近隣市町村はいま、除
染作業で大騒動です。政府は
当初、国際放射線防護委員会
（ICRP）が職業被曝の限度を
年間20ミリシーベルト以下に
することを基に、年間被曝線
量をこれに準ずる20ミリシー
ベルトとしていましたが、学
校施設で問題視する意見が出
て、ICRPが公衆被曝で基本と
している年間1ミリ シーベルト

以下を目標値にすることにな
りました。柏市でも年間被曝
量1ミリシーベルト以下の目標
値を目指す除染作業をするこ
ととなりました。これは至難
の業です。
　銀行のシンクタンクが開催
した震災復興セミナーで、放
射線医学総合研究所の山内正
剛（やまうちまさたけ）上席
研究員の講演があり、放射線
の人体への影響について、
1000ミリシーベルトを超える
高い線量を瞬間的に浴びた場
合は癌、白血病、白内障が増
えることが分かっているそう
です。累積被曝線量が100ミリ
シーベルトで0.5％、200ミリ
シーベルトで１％癌になるリ
スクが高まることが、世界の
研究者の間では認知されてい
るそうです。10ミリ単位、100
ミリ単位の放射線を浴びた場
合の身体への影響は実際には
よく分かっていないそうで
す。専門家の立場からは、今
回の原発事故での放射線の身
体への影響は考えにくいとの
結論でした。 現在の情況では
安全を断言することは、難し
い雰囲気だと思います。
　想定外という言葉をよく耳
にします。違法なマネーゲー
ムで名を馳せたホリエモンが
よく使っておりました。復興

支援の募金箱も思ったほど集
らないことで想定外だったと
言うことは許されると思いま
すが、地震学者や事故を起こ
した企業のトップだった人達
が言っているのを聞くと、不
可抗力であり、免罪符だと主
張しているようにも聞こえて
しまいます。歴史上では869年
の貞観の大地震と巨大津波が
この地域であったにも拘わら
ずです。元禄の大地震では房
総半島は大津波で甚大な被害
を受けております。 
　福島の第1原発にしても大事
故に繋がる必然性があったの
です。例えば一次電源が駄目
になって、予備電源（ディー
ゼル発電機）が地下に置いて
いた為に津波で冠水して使用
出来なかったとか、ベントが
遅れて（官邸はベントを指示
し、東電は躊躇した）水素爆
発を起しました。これによっ
て更に放射能を撒き散らした
のでした。不活性ガスの窒素
ガスを入れていれば水素爆発
を防げたのかも知れません。
　またまたこの様な話をして
しまい、もううんざりだと言
われかねませんが、私も会長
挨拶でこの様な話をする羽目
になるとは、想定外でした。



会員　村田善郎卓 話

1. 次年度第 10 分区会長・幹事会開催の案内
　日時　３月２２日（木）18：30 ～
　場所　三井ガーデンホテル柏

2. レイソル後援会より 2012 年度の年会費
　（1口 10,000 円）の依頼

3. 例会変更のお知らせ
　松戸中央RC；3/8（木）健康診断のため、移動例会
　柏RC；3/21（水）柏ローターアクトクラブとの
　夜間合同例会

4. 受信　インターアクト年次大会報告書

幹事　松 本 ユ ミ幹事報告

会員　村田善郎卓話

　昨年５月に柏店に着任し、
早いもので９ヶ月が経ちまし
た。お題を自己紹介というこ
とで頂いたので、どのような
お話をしようかずっと考えて
おりました。
　現職と柏高島屋の状況をま
ずお話しし、これまでのキャ
リアについて主だったことに
触れ、自分という人間を知っ
て頂けたらと思います。
　高島屋は天保年間に創業
し、以来昨年で１８０周年を
迎えました。今年から２００
年企業に向けて新たなスター
トを切ったわけです。おかげ
さまで柏タカシマヤは皆さま
に支えられ順調に売上を伸ば
し全店の中でも、前年売上を
上回る業績を残した数少ない
店舗です。　
　また柏ステーションモール
は、千葉県でも成田空港、東
京ディズニーランドに続く第
３位の集客装置として年間
1300万人以上のお客様が来店
されています。今後も常磐線
の延伸やつくばエクスプレス
の周辺人口の増加などと併せ

て、大変期待のもてる素晴ら
しい商環境にあります。
　さて本題の自己紹介です
が、私は昭和36年文京区千駄
木という下町に生まれ会社に
は昭和60年に入社致しまし
た。東京店に配属後、ベルリ
ンの壁が崩壊した翌年の1990
年にはデュッセルドルフに駐
在員として赴任し、日本のバ
ブル崩壊を知ることもなく激
動のヨーロッパで5年間過ごし
ました。主な業務は日本への
食品や食器の輸出実務でした
が、生活面でも環境を重んじ
るドイツの国民性は興味深
く、夜10時以降はアパートの
トイレで水を流すと苦情が来
たり、知人の話ですが子供が
夜鳴きすると、「昼間はよく
遊ばせて夜はぐっすり寝るよ
うにしなさい」と書面で指導
書が来るほどおせっかいで厳
格な国民性です。
　昨年店長として着任するま
では、労働組合の委員長をし
ており労働条件面で厳しい時
代の組合役員を長く務めまし
た。何とかその間に、企業が

社会的責任を果たすための国
際協約を日本で初めて締結で
きたことは大きな喜びです。
グローバル枠組み協定と呼ば
れるこの協定は、経営者の一
方的な宣言ではなく、労使双
方が人権や環境を重視した行
動を企業市民として社会に約
束するというものです。スイ
スのジュネーブで国際労働機
構の事務総長立会いのもと調
印式と記者会見を行いまし
た。
　最後に最近興味のあること
ですが、この1年は取締役の責
任についての研究論文を大学
院で執筆しており、2月によう
やく提出することが出来まし
た。テーマはアメリカで発達
した判例法理で「経営判断の
原則」と呼ばれるものです。
株式公開企業の経営者は株主
から委任契約によって会社の
経営執行を任されております
が、その際リスクをとらなけ
ればリターンは得られませ
ん。しかしながら、場合に
よっては株主の期待を裏切る
ような損失を出してしまい、



出席報告

会員数　

欠席者　

出席率　87.30％

55名

BOXありがとう！ニコニコ

本人誕生日
増谷 会員、小溝 会員
馬場 会員、塚本 会員
森市 会員

パートナー誕生日
嶋田 会員、塚本 会員
鈴木（健） 会員、金本 会員

マハルジャン君卒業と就職おめでとう
日暮 会員

結婚記念日
中村（博） 会員、鈴木（子）会員、日暮 会員

初めて西ロータリークラブにおじゃましました
凡澤　斉（柏ロータリー）

次回の例会は3月9日（金） 通常例会です。 欠席報告は、水曜日の正午まで
※食事の無駄をなくす為に協力して下さい。

クラブ会報委員／湯浅 千晶・東海林 康之・中嶋 利生・小林 太時

3 月の行事予定

■ 3 月 2 日 ( 金 )　【通常例会】　― お祝い事･理事会 ―
　卓話＝村田善郎　新会員

■ 3 月 9 日 ( 金 )　【通常例会】
　卓話＝小野晴香　R財団国際親善奨学生候補

■ 3 月 16 日 ( 金 )　【通常例会】
　卓話＝RYLAセミナー参加者

■ 3 月 23 日 ( 金 ) 　【移動例会】　

　― インターゴルフ及び夜間例会 ―　

　・ゴルフ　；Jゴルフ霞ヶ浦　８：２０集合

　・夜間例会；酒味道楽　　　 1８：００点鐘 
　   （℡7167-6723　柏市柏 4-4-16 ロイヤルビル 3階）

■ 3 月 30 日 ( 金 )　 【任意休会】

ビジター

風澤　斉（柏RC）

10名

小阪、後藤、小溝、佐藤染谷、長瀬
富士川、升谷、柳、渡邉　各会員

株主代表訴訟などによって経
営の責任を問われることも少
なくありません。経営判断原
則は、経営の萎縮を回避する
ため、そのような審理に及ん
だとき、経営の意思決定手続
きに瑕疵がないなど一定の条
件が満たされれば、裁判所が

経営者の判断に立ち入らない
という法理であります。人間
は何か無性に勉強をしたくな
るときがあるもので、最近の
休日は、不思議と結構楽しん
でこのような研究に時間を
使っておりました。
　以上とりとめもない自己紹

介で恐縮ですが、今後も皆さ
んと柏を盛り上げていくため
微力ながら頑張って参ります
のでどうぞよろしくお願い申
し上げます。
以上




